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佐

倉
市
水
道
事
業
設
置
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

  

佐
倉
市
水
道
事
業
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
佐
倉
市
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で

を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

三
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え

る
。 

 

（
利
益

の
処
分
） 

第
四
条 

法
第
三
十

二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
毎
事
業
年
度
生
じ
た
利

益
の
処
分
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

 

一 

事

業
年
度
末
日
に
お
い
て

企
業
債

（
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
企
業
債
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

を
有
す

る
場
合

○
法
第
三
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
事
業

年
度
か
ら

繰
り
越
し
た
欠
損
金
を
う
め
た

後
の
残
額

（
以
下
「

欠
損

金
補
て

ん
残
額
」
と
い
う

。
）

の
二
十
分
の
一
を

下
ら
な
い

金
額
（
企
業
債
の
額

か
ら
す
で

に
積
み
立
て

た
減
債

積
立

金
の
積
立
額
を
控
除
し
た
額
が
欠
損
金
補
て
ん
残
額
の
二
十
分
の
一
に
満
た
な
い
と
き
は

、
そ
の
額
）

を
企
業
債

の
額

に
達
す
る
ま
で

、
減
債
積
立

金
と
し
て

積
み
立
て

る
方
法 

 

二 

事

業
年
度
末
日
に
お
い
て

企
業
債
を
有
し
な
い
場
合
及

び
前
号
の
規
定
に
よ
り
企
業
債

の
額
に
達
す
る
ま
で

減
債
積

立
金
を
積
み
立
て

た
場
合 

欠
損
金
補
て

ん
残
額

の
二
十
分

の
一
を
下
ら
な
い
金
額
（
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て

減
債



積
立
金
の
積
立
額

が
企
業
債

の
額
に
達

し
て

い
る
と
き
は

、
欠
損
金
補
て

ん
残
額

の
二
十
分

の
一
か
ら

減
債
積
立

金
と

し
て

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て

積
み
立
て

た
額
を

控
除
し
て

得
た
額
を

下
ら
な
い
額
）
を
利

益
積
立
金
と
し
て

積

み
立

て

る
方
法 

２ 

前
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
減
債
積
立
金
を
積
み
立
て

、
な
お
利
益
に
残
額
が
あ
る
と
き

は

、
同
項
第
二
号
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
を

除
き

、
そ

の
残
額
の
全
部
又
は

一
部
を
利

益
積
立
金
と
し
て

積

み
立
て

る
こ

と
が
で

き

る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定

に
よ
り
積
み
立
て
た

積
立
金
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
目

的
の
た

め
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

減
債
積
立
金 

企
業
債

の
償
還
に
充
て

る
目

的 

 

二 

利

益
積
立
金 

欠
損
金
を
う
め
る
目
的 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
議
会
の
議
決
に
お
い
て

別
段
の
定

め
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ

の
条

例
は

、
平

成
二
十
四

年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す

る
。 


